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県
で
は
、
一
定
規
模
以
上
の
市
を
対
象
に
、
土
地
利
用
や
福
祉
分
野
な
ど
の
事
務
を
包

括
的
に
権
限
移
譲
す
る
「
ま
ち
づ
く
り
特
例
市
」
制
度
を
平
成
14
年
度
か
ら
導
入
し
、
自

主
的
・
自
立
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
め
る
よ
う
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
を
推
進
し
て

い
ま
す
が
、
平
成
21
年
度
か
ら
人
口
５
万
人
未
満
の
市
に
つ
い
て
も
包
括
的
に
権
限
移
譲

が
推
進
で
き
る
よ
う
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
市
民
や
事
業
所
の
利
便
性
の
向
上
や
事
務
処
理
の
迅
速
化
な
ど
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
を
推
進
す
る
た
め
、ま
ち
づ
く
り
特
例
市
（
第
２
期
）
と
し
て
指
定
を
受
け
、

５
法
令
の
事
務
（
表
１
参
照
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

﹇
平
成
22
年
４
月
か
ら

受
け
入
れ
す
る
事
務
の
例
﹈

例
１　
認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
立
入

検
査
の
場
合

　

施
設
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
自
治
体
で

あ
る
市
に
、
報
告
の
徴
収
や
立
入
検
査
等

の
権
限
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
で
、
地
域
の

実
情
を
踏
ま
え
た
適
切
な
指
導
が
図
ら
れ

る
と
と
も
に
、
施
設
と
行
政
機
関
の
連
携

が
更
に
強
化
さ
れ
る
な
ど
、
施
設
の
運
営

内
容
と
入
所
児
童
の
処
遇
の
向
上
が
図
ら

れ
ま
す
。

例
２　
未
熟
児
の
訪
問
指
導
（
養
育
医
療

非
給
付
児
に
限
る
）
の
場
合

　

新
生
児
（
出
生
後
28
日
以
内
の
乳
児
）

の
訪
問
指
導
に
つ
い
て
は
、
母
子
保
健

法
第
11
条
の
規
定
に
よ
り
、
市
の
業
務
と

な
っ
て
い
て
、
未
熟
児
の
訪
問
指
導
を
併

せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妊
娠
届
出

か
ら
出
産
後
の
指
導
ま
で
、
一
貫
し
た
母

子
の
健
康
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

そ
の
他
、
ま
ち
づ
く
り
特
例
市
（
第
２

期
）
の
指
定
に
関
わ
ら
ず
、
市
で
は
個
別

に
事
務
の
権
限
移
譲
を
進
め
て
い
て
、
平

成
22
年
４
月
か
ら
、
表
２
の
事
務
に
つ
い

て
、
市
が
窓
口
と
な
っ
て
届
出
等
の
受
理

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

今
後
も
市
で
は
、
地
方
自
治
制
度
の
基

本
原
則
で
あ
る
「
基
礎
自
治
体
優
先
」
の

基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
住
民
に
身

近
な
事
務
に
つ
い
て
は
、
市
で
事
務
処
理

が
実
施
で
き
る
よ
う
に
包
括
的
に
事
務
を

受
け
入
れ
て
い
き
ま
す
。
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企
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◆まちづくり特例市（第２期）による受入事務◆　（表１）
主な事務の内容 法　　令 担　当　課 実施時期

販売事業者に対する立入検査等５事務 家庭用品品質表示法 商工観光課 平成23年４月予定
販売事業者に対する立入検査等４事務 消費生活用製品安全法 商工観光課 平成23年４月予定
認可外保育施設に対する立入検査等２事務 児童福祉法 福祉課子育て支援室 平成22年４月
認可外保育施設の事業開始の届出受理等７事務 児童福祉法 福祉課子育て支援室 平成23年４月予定
未熟児の訪問指導（養育医療非給付児に限る）等３事務 母子保健法 健康推進課 平成22年４月
身体障害者手帳の交付等16事務 身体障害者福祉法 福祉課 平成23年４月予定
※まちづくり特例市（第２期）の指定を受けるためには、農地、都市計画・都市整備、消費生活、保健・福祉、中小企業支援、安全、
環境の７区分の中から２区分以上の事務権限を選択しなければなりません。

◆まちづくり特例市以外の受入事務（平成22年４月から実施）◆　（表２）
主な事務の内容 法　　令 担　当　課

特定工場の新設届出の受理等
工場立地法
工場立地の調査等に関する法律の一部
を改正する法律

商 工 観 光 課

高圧ガスの販売事業の届出の受理等 高圧ガス保安法 消防本部予防課

液化石油ガス設備工事の届出の受理等 液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律 消防本部予防課

社会教育主事の資格の認定
社会教育法

生 涯 学 習 課法人の設置する公民館の事業または行為停止命令
有害図書販売禁止の掲示等の命令等 茨城県青少年の健全育成等に関する条例

ま
ち
づ
く
り
特
例
市（
第
２
期
）の
指
定
を
受
け
ま
し
た


